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　均等法ができて２０年、女性に対する差
別が改善されないばかりか、不安定雇用
の労働者がふえるなど、実態は深刻です。
いま、厚生労働省・労働政策審議会雇用均
等分科会で、０６年の改正に向けて議論さ
れています。実効ある均等法の改正にむ
けて運動をすすめましょう。

皆さんの声を厚生労働省・国会に届けます。
このアンケートをあなたの組合の執行部役員にお渡しください。
直接全労連女性部にFAXしていただいても結構です。

年齢（　　　　　才代）

勤続（①5年以内　②6～10年　③11～20年　④21～30年　⑤31年以上）

雇用形態（①正規　②パート　③派遣　④契約　⑤嘱託　⑥臨時･アルバイト）

性別（①男　②女）

募集・採用の男女差別―結果として女性の雇用が少ないことも含めて

コース別など職種の配置における差別がある

昇進･昇格･賃金差別

扶養･住宅手当などの差別

結婚・妊娠・出産すると退職を迫られているような雰囲気がある

育児・介護休暇・母性保護の権利取得による差別

性的なからかい

セクハラ防止の指針･研修

セクハラ相談窓口

職場のポジティブアクション

     あなたの職場について

    あなたの職場の実態・改善してもらいたいことを自由にお書きください

     あなたのことについて

2.であると応えた方のみ回答してください。
コースなど職種の選択において女性が選択しづらい基準がある
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